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令和５年度 京都市立大原野小学校「学校いじめの防止等基本方針」 

 

 

１ 総則 

 

（１）目的 

  

（２）基本理念 

 

 
２ いじめ対策委員会 
 
（１） 構成 

管理職、養護教諭、教育相談主任、生徒指導主任、関係学級担任、学年代表 
（生徒指導委員会＋関係教員）、ＳＳＷ、ＳＣ 

   
（２） 役割 

・各学年・学級の様子を共有する。 
 （いじめにつながる兆候はないか、友だち関係で気になるところはないか、  
学級集団はどのような状態か、などを共通理解する。） 

・いじめの兆候が出てきた場合、またはいじめと認められる事案が見受けられ 
る場合、委員会を開き、今後の対応を話し合う。 

 
（３） 開催時期  

月１回、および必要に応じて随時行う。 

 
（４） 児童・保護者への周知方法等 

・年度始期に朝会等で児童に周知 
・学級懇談会で保護者に周知 
・学校ホームページで「学校いじめの防止等基本方針」の公開 

 

いじめは、児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び

人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生

じさせるおそれがあるものであることをしっかりと認識し、児童の尊厳・人権を守

るために、いじめの防止、いじめの早期発見、いじめへの対処に努めるために「学

校いじめの防止等基本方針」を策定する。 

「学校いじめの防止等基本方針」は、全ての児童がいじめを受けることがなく、安
心して生活を送り、様々な活動に取り組めるために策定した。また、いじめは、い
じめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることを理解さ
せなければならない。いじめを受けた児童の生命・心身を保護することが特に重要
であることを認識しつつ、関係機関とも連絡をとりながらいじめ問題を解決してい
かなければならない。 
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３ 学校いじめ防止プログラム 
 
（１）学校におけるいじめの未然防止 

 
ア 学習環境の整備 

・学習活動の基本となる姿勢（学びの約束やルール）を一人一人の子どもが確実
に身に付け、意欲的に学ぶ集団づくりに取り組む。 
・楽しく気持ちよく学習を進めるために、名前に「さん」をつけて呼ぶことや、先
生や友達に丁寧な言葉遣いをすること、人に迷惑を掛けないことなどを指導す
る。 
・学級全体が落ち着いて学習できるようにするために、話の仕方や聞き方、姿勢、
集団行動などの学習規律を守らせる。 
・家庭環境にかかわらず、すべての子どもが自己の将来の生き方を見据え、「学校
での学びと社会とのつながり」や「わかる喜びと学ぶ楽しさ」を実感できる授業
を目指し、常に効果的な指導方法や指導体制の工夫改善を図る。 

 
イ 授業改善 

・「生徒指導の実践上の４つの視点」を生かした授業づくり、集団づくりに取り組
む。 
・グループ学習や協同的な活動を工夫し、すべての児童が参加・活躍できる授業
づくりを進め、学習活動での達成感・成就感を味わわせる。 
・「学習課題（めあて・目標）」を提示し、その実現のために発達の段階に応じて設
定した記録・要約・説明・論述・発表・討論等の言語活動を経て、「学習課題（め
あて・目標）」に応じた「まとめ」と「振り返り」を行うことを徹底する。 
・年間を見通して策定した教育課程や教育指導計画のもと、「目標に準拠した評価」
や「指導と評価の一体化」のさらなる充実に努める。 
・一人一人の児童の定着度や課題の把握に努め、基礎的・基本的事項の徹底習得

を図る。 
・言語活動の充実に向けて、全教科領域において具体的な手立てを工夫し、「自ら
学び、未来を創造する子」を育成する。 

 
ウ 道徳教育、人権教育の充実 

・思いやりの心や児童一人一人がかけがえのない存在であるといった命を大切に
する心を育む。 
・「生徒指導の実践上の４つの視点」を意識した道徳授業をめざし、児童の自尊
感情や自己肯定感、自己有用感を高める。 
・「特別の教科 道徳」（以下道徳科）の資料を通し、相手の心情をよく考え、自
己の言動を振り返るようにさせる。 
・いじめの構造やいじめ問題の対処等「いじめ問題」についての理解を深める。 

・全ての教育活動において道徳教育を実践し、人権尊重の精神や思いやりの心な
どを育てる。 
・道徳教育月間を設定し、道徳科の授業を保護者、地域に公開する。 
・つながりの日（人権の日）を策定し、人権について学級で考える機会を設ける。 
・朝会等の全校集会で、教職員から人権に関わる話を児童に繰り返し伝える。 
・校内の掲示板に人権に関わるポスターなどを提示し、視覚からも人権の大切さ
を伝えるようにする。 
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エ 児童が主体的に行う活動や体験活動の充実 

・清掃活動やボランティア的な活動等を通して、人の役に立つことのうれしさを

味わわせ、人とのつながりを大切にしていく心を育てる。 
・公共の精神を養い、集団活動を行うのに必要な、生きて働く知恵や技能を身に
付けるようにする。 
・児童会活動や委員会活動で、人の役に立つ活動を自主的に進め、人の役に立つ
こと、喜んでもらうことのよさを実感し、人との関わりの大切さを感じる。 

  
オ 児童同士の絆づくり 

・委員会活動や代表委員会を通じ、いじめをなくす取組を促し、自発的な活動が
展開できるようにする。 
・学級の「つながり目標（人権目標）」を設定し、その目標を全校集会で発表する
ことで、全校で人権を大切にする意識を高める。 
・異学年交流の活動（「つながりタイム」）を行い、互いに助け合って活動するこ

との喜びを味わうようにする。高学年ではリーダーシップや思いやりの心、低
学年では上級生に対するあこがれの気持ちを育てる。 
・「自分も大事」「友だちも大事」を機会あるごとに意識づけていく。 

・児童に様々な活躍の場を設定し、どの子も活躍できることで自己肯定感を高め
るようにする。 

  
（２）いじめの早期発見・積極的認知のための措置 

  
ア 日常の児童に関する情報共有 

いじめを防止するため、児童の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図
りつつ、いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置
をとっていく。 

 
イ 児童生徒に対する定期的な調査  

・年間２回「いじめに関する記名式アンケート」（全学年）、「学校生活について
のアンケート」（１～３年）「クラス・生活についてのアンケート（クラスマネ
ジメント）」（４～６年）を実施する。 
・アンケート後、「先生と話そう月間」として担任と学級の全児童に個人面談を
実施する。その他、学校評価「児童アンケート」で児童の生活習慣や考え方を
把握する。 
・養護教諭やスクールカウンセラー（ＳＣ）を中心にして、随時教育相談を行っ
ていく。 

  
ウ 上記調査等の結果の検証及び組織的な対処 

・アンケートから見える個の傾向と、全体の傾向を分析し、個人面談の内容を考
慮しながら学級経営に生かしていく。 
・毎週水曜日にはスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）が来校し、スクールカ
ウンセラーともに関係機関との連携・相談活動を行っていく。 
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（３） いじめが起こったときの措置及び再発防止に向けた取組 
ア 基本的な考え方 

 （いじめ防止対策推進法第２条） 
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一
定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(イ
ンターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった
児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 
（京都市いじめの防止等に関する条例第２条） 
子どもに対して、当該子どもが在籍する学校に在籍している等当該子どもと一
定の人的関係にある他の子どもが行う心理的又は物理的な影響を与える行為(イ
ンターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった
子どもが心身の苦痛を感じているもの（当該子どもが心身の苦痛を感じていなく
ても、他の子どもであれば心身の苦痛を感じる蓋然性が高いものを含む。）をい
う。 

 

イ いじめやその疑いを把握した時の校内での情報共有及び対応 
※最終ページに掲載 

    
ウ インターネット等を通じて行われるいじめへの対応 

・情報モラルの授業を計画的に行う。 
・ケータイ教室、非行防止教室の実施。 
・ネットを通じて行われるいじめの実態を知り、その不合理さを感じさせる。 
・ＰＴＡからも家庭教育学級などを通じ保護者へも働きかけを進める。 

 
エ 「いじめの解消」の定義を踏まえた見守り及び再発防止に向けた取組 

・少なくとも以下の２つの要件が満たされるまで支援を継続する。 

①いじめに係る行為が少なくとも３か月間止んでいること（救済） 
②いじめを受けた児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと（回復） 
※面談等により確認し、解消判断は個人ではなく組織（いじめ対策委員会）で
行う。 

・いじめが解決したと思われる場合でも、学校外など周りから見えないところで
続いていたり、態様を変えて行われていたり、さらにいじめを受けた子どもの
心の傷がなかなか癒えないこともあるので、継続して見守り、十分な注意を払
う。 

 
（４）教職員の資質能力向上の取組 
ア 内容 

・人権教育、生徒指導、特別の教科道徳等の校内研修会において、常にいじめと

いう観点を逃さず、児童の目線に沿った研修を進める。 
・いじめ事案対処に関する校内研修 

 
イ 実施時期 

・１学期始業までに1回 
・以降は毎月１回 
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４ 保護者・地域、関係機関との連携 
 
（１）保護者・地域への情報発信、啓発、協働の取組 

・各懇談会では、必ず人権・いじめ防止の視点を加えた話になるようにする。 
・各種おたよりに、人権に関わることや児童の活躍していた事例をあげていく。 
・双方の児童の人権を守りつつも、いじめの事案に関わる必要な正しい情報を保
護者間で共有する。 
・専門家の意見を聞いたり、実際に同席してもらったり、必要に応じた体制を組
んでいく。 
・児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所
轄警察署に通報し、適切に援助を求める。 

 
 
５ 重大事態への対処 

 
（１）基本的な考え方 

いじめは重大な人権侵害であり、時には犯罪にもなり得る。重大事態が発生し
た場合は京都市教育委員会へ報告し、対応等について協議する。 
被害児童の心のケアを最優先課題とし、事態の改善に向けて全校的に取り組まな
ければいけない。  
（重大事態とは・・・） 
○いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認
めるとき。 
○いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い
があると認めるとき。 

 

（２）重大事態が発覚したときの対応 

・いじめの事実の有無の確認を行い、事実の確認をし、時系列で記録に残す。 
・学級や学年だけではなく、全校的な観点で対応を進めていく。 
 （「いじめ対策委員会」「ケース会議」等） 
・今後の約束事については、教職員や保護者等、複数が一緒になって確認する。 
・加害児童についても、いじめを行うに至った心的な側面を探り、「悪者」で終わ
らせないように改善への道筋をイメージする。 
・ＳＳＷと連携し心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、
いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等
に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行う。 
・いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争い
が起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有す

るための措置その他の必要な措置を講ずる。 
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６ 年間計画（予定） 
いじめの防止等のための取組として、「年間計画」を下表のように示し実施する。
ただし、年度途中に計画の見直しを行う場合がある。 

月 
対策会議（いじめ対策委員会等）の開催や 

教職員の資質能力向上（校内研修）の取組 
未然防止の取組 

早期発見・積極

的認知の取組 

保護者等への啓発 

関係機関との連携 

４ 

・「学校のきまり」の確認 

・体制づくり 

・生徒指導研修 

「生徒指導の実践上の４つの視点」に

ついて 

・生徒指導委員会（いじめ対策委員会を含

む） 

・「学校いじめの防止等基本方針」につい

ての共通理解 

・児童の実態についての全教職員での共

通理解 

・「生徒指導の実践上

の４つの視点」を要

とした校内研究の

計画 

・つながりの日 

・つながり目標（学級

人権目標）の策定 

・６年修学旅行 

教育相談（随時） 

 

 

学級懇談会の中で保

護者啓発 

各種おたより 

５ 

・生徒指導委員会 ・１年生とつながろ

う会 

・つながりの日 

・家庭訪問週間 

教育相談（随時） 

いじめに関する

記名式アンケー

ト① 

朝会で校長から啓発 

各種おたより 

「学校いじめの防止

等基本方針」公表

（HP） 

６ 

・生徒指導委員会 ・性教育月間として

性教育の授業を保

護者、地域に公開 

・つながりの日 

・つながりタイム 

・学習発表会 

・先生と話そう月間 

なやみごとアン

ケート① 

クラスマネジメ

ントシート① 

教育相談（随時） 

各種おたより 

７ 

・生徒指導委員会（学校いじめ防止プログ

ラムの見直し） 

・生徒指導研修会（記名式アンケート結果

情報共有） 

・つながりの日 

・つながりタイム 

・個人懇談会 

児童アンケート 

教育相談（随時） 

各種おたより 

個人懇談会 

８ 
・生徒指導研修会 

・情報モラル教育研修会 

 教育相談（随時） 各種おたより 

９ 

・生徒指導委員会 ・つながりの日 

・つながりタイム 

・道徳教育月間とし

て道徳の授業を保

護者、地域に公開 

教育相談（随時） 各種おたより 

自由参観 

学校運営協議会（学

校評価） 

10 

・生徒指導委員会 ・つながりの日 

・つながりタイム 

・運動会 

・５年山の家 

教育相談（随時） 

いじめに関する

記名式アンケー

ト② 

各種おたより 

学校アンケート結果

（家庭配布・HP） 
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11 

・生徒指導委員会 

・児童の実態把握と生徒指導の共通理解 

・先生と話そう月間 

・つながりの日 

・つながりタイム 

なやみごとアン

ケート② 

クラスマネジメ

ントシート② 

教育相談（随時） 

各種おたより 

 

12 

・生徒指導委員会（学校いじめ防止プログ

ラムの見直し） 

・生徒指導委員会（記名式アンケート結果

情報共有） 

・つながりの日 

・つながりタイム 

・人権集会 

・個人懇談会 

児童アンケート 

教育相談（随時） 

各種おたより 

個人懇談会 

１ 
・生徒指導委員会 ・つながりの日 

・つながりタイム 

教育相談（随時） 各種おたより 

２ 

・生徒指導委員会 

・児童引継事項の共通理解 

・生徒指導年間反省 

・つながりの日 

・つながりタイム 

教育相談（随時） 

 

各種おたより 

学級懇談会 

学校運営協議会（学

校評価） 

３ 
・生徒指導委員会 ・つながりの日 

・つながりタイム 

教育相談（随時） 各種おたより 

学校アンケート結果

（家庭配布・HP） 

※ 年間計画では以下の事項の回数・実施時期などを策定する。 

 ・「つながりの日（人権の日）」を毎月設定し、人権学活を行う。 

 ・「道徳教育月間」「性教育月間」としてそれぞれ年１回、地域や保護者に授業を公開する。 

 ・「年間の取組の見直し」（ＰＤＣＡサイクルの期間） 

・「いじめの防止等の対策のための組織の会議」 

・「校内研修」 

 ・「未然防止の取組」（学年又は全校の取組） 

 ・「個別面談」「教育相談」 

 ・実態に応じ随時「いじめに関する無記名式アンケート」を実施する。 

※予定を変更する場合があります。 
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イ いじめやその疑いを把握した時の校内での情報共有及び対応 フローチャート 

前提となる基本事項 

『学校いじめ防止等基本方針』 

□学校いじめ防止プログラム策定 

□教職員、児童生徒、保護者、地域への周知 

□取組状況を学校評価に位置付け、点検・評価を行い、

必要に応じて改善 

『いじめ対策委員会』 

□担任（担当者）といじめ対策委員会との連携方法の確

認・周知 

□臨時の委員会開催時の手順確認・周知 

□児童生徒、保護者、地域への周知 

□いじめの認知・解消の判断について確認 

 
≪未然防止の取組≫ 

・学習環境の整備   ・授業改善 

・道徳教育、人権教育の充実   ・児童同士の絆づくり 

・児童が主体的に行う活動や体験活動の充実 

≪いじめ（その疑いがあるものを含む 以下同じ）の情報を把握≫ 

・教職員、児童、保護者、地域、その他からの情報から 

・アンケート調査等の情報から 

 
 

組織（いじめ対策委員会）で情報共有し、事実関係を把握 

【いじめ対策委員会で共有】 

●まず、いじめ対策委員会で情報共有を行い、聴

き取り・指導・支援体制を検討。 

【事実確認】 

●複数教職員で対応し、いじめの認知は表面

的・形式的に行わず、組織的に判断する。 

●いじめを受けた児童と、いじめを行った児童

を、個別で聴き取る。 

●何があったのかについて丁寧に事実確認を

行う。 

●聴き取った内容は、時系列で事実経過を確

認・整理して、記録をまとめておく。 

 

管理職のリーダーシップの下、学校としての対応方針を決定〔認識の共有化・行動の一元化〕 

【児童への指導・支援】 
●いじめを受けた児童は「絶対守る」「必ず解決す
る」という学校の姿勢を示す。 

●登下校、休み時間、清掃時間など、隙間の時間を
作らず、被害児童を見守るとともに、必要に応
じて SC、パトナ等との連携を図る。 

●いじめを行った児童に対し、二度と繰り返さな
いよう自らの非を深く自覚させ、再発防止に向
けた指導を行う。 

●周囲の児童に対し、いじめを他人事ではなく、
自分たちの問題として捉えさせる。 

【保護者への連絡・家庭との連携】 

●担任（担当者）をはじめ、つながりのある教

職員を中心に、速やかに関係児童（加害・被

害とも）の家庭訪問等を行い、事実関係と今

後の指導方針を説明し、必要な連携を求め

る。 

【謝罪の場の設定】 

●いじめを受けた児童・保護者の意向を十分尊重

し、原則、関係児童・保護者が一堂に集まり、謝

罪する場を持つ。 

 

【関係機関との連携】 

●必要に応じて警察、児童相談所等と連携して

対処する。 

「いじめの解消」まで継続的な指導や支援の実施 

【学校全体での継続的な指導・支援】 

●少なくとも以下の２つの要件が満たされるまで、支援を継続する。 

①いじめに係る行為が少なくとも３か月間止んでいること。（救済） 

②いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じていないこと。（回復） 

※面談等により確認し、解消判断は個人ではなく組織（いじめ対策委員会）で行う。 

 

【
教
育
委
員
会
へ
の
報
告
・
連
携
】 

●
重
大
事
態
の
疑
い
が
あ
る
等
、
い
じ
め
事
案
の
内
容
に
よ
り
、

直
ち
に
教
育
委
員
会
へ
報
告
し
、
連
携
し
て
対
処
す
る
。 

予防 

見逃しのない観察 

手遅れのない対応 


